
公募に関する公告 

 

 下記のとおり、公募に付します。 

 

記 

 

１ 公募に付する事項 

  仙台第３合同庁舎敷地における一部区画を「コミュニティサイクル事業」として使用

する事業者の募集 

 

２ 使用許可期間 

  令和８年７月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

 （1）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 （2）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

 （3）国税及び地方税を完納していること。 

 （4）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立をしていない

こと、かつ、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

をしていない者であること。 

 （5）法人等（個人、法人又は団体をいう。以下同じ。）及び役員等（個人である場合は

その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が

直近 5 年以内に法令違反により刑罰等を受ける等の社会的信用失墜行為がないこ

と。 

 （6）法人等の役員等が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成 3年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は、暴

力団員（同法第 2条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

 （7）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない

こと。 

 （8）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

者ではないこと。 

 （9）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。 



 （10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。 

 （11）暴力団又は暴力団員及び（7）から（10）までに定める者の依頼を受けて公募に参

加しようとする者ではないこと。 

 （12）公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かす恐

れのある団体に属する者ではないこと。 

 （13）令和８年４月１日現在で、コミュニティサイクル事業を５０箇所（ポート）以上

かつ２００台（年齢制限のない自転車に限る）以上運営している実績があること。 

 （14）下記４の応募申込を行い、その審査に合格した者であること。 

 

４ 応募申込 

  公募に参加を希望する者は、申込書類を下記「（2）受付場所」から入手し、必要事項

を記入の上、受付期間内に応募申込を行うこと。 

 （1）申込方法 

   持参若しくは郵便（配達証明郵便等の記録の残るものに限る）による。 

 （2）受付場所 

   〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目３番 15 号 

   仙台第３合同庁舎 ３階 仙台管区気象台総務部会計課調査官（管財担当） 

   電話 ０２２－２９７－８１２０（直通） 

   電子メール kanzai.sendai@met.kishou.go.jp 

 （3）受付期間 

   令和８年４月２２日（水）～令和８年５月１３日（水） 

   9 時～12 時、13 時～17 時（土曜、日曜、祝日を除く平日のみ） 

   (受付は、持参の場合は 17 時まで、郵送の場合は受付期間最終日の到達分まで。) 

 

５ 申込書の無効 

  本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者が提出した申込書は無効と

する。 

 

 以上、公告する。 

 

  令和８年４月２２日 

 

                       仙台管区気象台長 菅野 智之 

 

 


